
 助成対象団体の皆様へ  
 

 本書には、助成開始前から事業終了後の報告書提出まで、 

今後のお手続きに関する注意事項を記載しています。 

★必ず御確認ください★ 
 

(1) 概算払いの手続き 提出期日：令和８年7月３日（金）必着 １ページ 

(2)事業実施に際してのお願い １、２ページ 

(3)助成事業の事業計画を変更・中止・廃止する場合 ２ページ 

(4)実績報告書の提出について  

提出期日：事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和９年４月７月 

のいずれか早い日まで 

3ページ 

(参考)実績報告書一式（様式第5・2・3号）記入案内 4～6ページ 

(参考)静岡県社協ホームページ掲載資料の確認方法 7ページ 

 

▶今後の手続きの流れ  

助成金交付決定通知受領  

  ↓  

概算払い請求書（送金口座の通知）の提出 ･･･1 ﾍﾟｰｼﾞを御覧ください 

  ↓  

助成金受領  

  ↓  

事業の実施 ･･･1､2 ﾍﾟｰｼﾞを御覧ください 

  ↓  

事業完了後、実績報告書の提出 ･･･3 ﾍﾟｰｼﾞを御覧ください 

  ↓  

助成金交付確定通知受領（全ての手続きが完了）  

 

＜提出・連絡先＞ 

 〒420-8670 静岡市葵区駿府町１－７０ 

静岡県社会福祉協議会 福祉企画部 地域福祉課（出口・小澤） 

ＴＥＬ:０５４－２５４－５２２４ 

メールアドレス：chiiki@shizuoka-wel.jp 

 

※実績報告書等の提出書類の様式データは、本会のホームページに掲載しておりますので、 

必要に応じてダウンロードの上、御利用ください。 

mailto:chiiki@shizuoka-wel.jp


（１）概算払いのお手続き（助成金の振込手続き） 

下記書類を 令和8年7月３日（金）必着で御提出ください。 

① 概算払請求書（様式第７号） 

様式データは、本会のホームページからダウンロード可能です。 

 

② 通帳の写し 

    振込先の支店名、口座番号及び口座名義（フリガナ）が確認できるページをコピー 

してください。なお、振込は７月末日に行う予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業実施に際してのお願い 

① 「静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成金交付要綱」および「各事業実施要領」を 

  必ず確認し、厳守してください。 

 

② 下記の場合は、本助成を受けて実施していることを必ず明記してください。 

例1)助成事業の内容を新聞やメディア等に発表する場合。 

例2)募集告知（チラシなどの印刷物、ホームページ等） 

例3)報告書を発行する場合や成果物がある場合。 

例4)その他、外部へ広報する場合。 

 

＜明記の例＞ 

「静岡県社会福祉協議会 ふれあい基金助成事業」 

「この事業は静岡県社会福祉協議会 ふれあい基金助成金を受けています」 

「この事業は静岡県社会福祉協議会 ふれあい基金助成金により実施しています」 
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③ 助成金により購入した資機材には、ふれあい基金シールを貼付してください。 

「ふれあい基金シール」は、交付決定通知書に同封してお送りしております。 

不足する場合は、本会までご連絡ください。 

 

④ 助成対象経費の支払いの際は、必ず領収書またはレシートを受領してください。 

＜領収書・レシート発行時の注意事項＞ 

・支払方法は、現金・銀行振込・代金引換としてください。 

※キャッシュレス決済は対象外です。 

・助成対象経費と対象外経費は区分し、それぞれ別に領収書・レシートを発行してください。 

・領収書・レシートには、必ず「貴団体名」を記載してください。 

・購入内容が明確に分かるよう、明細（納品書、見積書、レシートの記載内容等）を添付 

してください。 

 ※但し書きが「品代」のみの場合は、内容が不明確となるため認められません。 

・発行者欄には、「住所」「社名（団体名）」「氏名」を必ず記載してください。 

・有効な領収書の日付は、令和8年6月19日から令和9年3月31日までです。 

・5万円以上の領収書には、収入印紙が必要です。 

 

※領収書の不足や記載内容に不備がある場合は、助成金の返還を求める場合がありますので、 

ご注意ください 

 

⑤ 助成対象外経費について 

    各「実施要領」の別表に記載の内容を必ず御確認ください。 
   酒類の購入や、スタッフの打合せ・反省会のために利用した居酒屋、ファミリーレストラン 

等の飲食費は、本助成金の対象経費にはなりません。 

 

（３）助成事業の事業計画を変更、中止、廃止する場合 

詳細については、静岡県社会福祉協議会ふれあい基金助成金交付要綱4（1）および（2） 

をご参照ください。該当する場合は、速やかに本会までご連絡ください。必要な手続きに 

ついてご案内いたします。  

 

＜報告が必要な変更内容の例＞ 

① 事業内容を変更する場合 

② 事業実施日程を変更する場合 

③ 購入予定物品の金額が10万円以下から10万円以上に増額、購入予定額が10万円 

以上の場合は１５％増減になる場合 

④ 先駆的助成事業を受けている団体に当たっては、申請の際、様式第2号「収支予定額 

内訳書」に記載した経費区分や規模に１５％以上の変更（増減）がある場合 

なお、場合によっては返還をお願いすることがありますので、御了承ください。 
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（４）実績報告書の提出について 

  ① 提出期限：事業完了の日から起算して30日を経過した日又は令和９年４月７日 

のいずれか早い日までに提出してください。 

貴グループの実績報告書提出期日（計算確認表） 

事業完了日：  月  日 ＋ 30日 ＝  月  日 提出期限は 

早い日付の方 令和9年4月７日（必着） 

※実績報告書を期日までに御提出いただけない場合は、助成金の全額返還を求める場合があります。 

 

② 提出書類  

Ⅰ 実績報告書（様式第5号） 

Ⅱ 収支決算額内訳書（様式第2号） 

Ⅲ 事業実績報告書（様式第3号） 

Ⅳ 添付書類 

 ・領収書のコピー（必ず添付してください） 

 ・成果物（事業のチラシ、冊子等） 

 ・写真等（事業当日の様子を撮影したもの、助成金で購入した物品、「ふれ 

あい基金シール」を貼付した備品等） 

Ⅴ 提出書類チェックシート 

 

 

＜領収書・レシート提出時の注意事項＞ 

・領収書・レシートには、①宛名（貴団体名）、②発行者（社）の名称・住所、③取引 

年月日、④購入した商品又はサービスの内容、⑤取引金額が明確に記載されている 

ことを確認してください。 

・レシートは、下部を切り取らずに提出してください。 

      下部とは、現金・クレジットカード・ポイント等の支払方法が記載されている部分を 

指します。 

      ※支払方法は、現金・銀行振込・代金引換に限ります（キャッシュレス決済は対象外 

  です）。 

・収入印紙が必要な場合は、必ず領収書に貼付してください。 

・助成対象経費と対象外経費の購入物品は区分し、それぞれ別に領収書・レシートを 

発行してください。 

・領収書は支出区分ごとに整理し、コピーを提出してください。 
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(参考) 
様式第５号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型）  

 

事業実績報告書 

                              第      号  

令和   年   月   日  

   社会福祉法人  

   静岡県社会福祉協議会  

会長   山本  たつ子   様  

 

                         〒  

所在地  

                      名  称  

                      代表者              

 

令和８年  月  日付け静社協第    号により助成の決定を受けた静岡県社会福祉協議会ふれあい基

金助成事業が完了したので、関係書類を添えて報告します。  

 

 

 

 

 

 

（注）以下の項目についても記載すること  

責任者  職・氏名   

作成者  職・氏名   

(電話 )  (FAX) 
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報告書作成年月日を

御記入ください。 

申請時にご提出いただいた助成申請書（様式第１号） 

と同じ所在地、名称、代表者を御記入ください。 

記載のない様式を使用する場合は、 

「令和８年６月19日付け静社協第454号」 

と御記入ください。 

 

責任者と作成者が同一人であ

っても差し支えありません。 

記入案内 



 

様式第２号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型）  

 

収支予定額内訳書 

変更収支予定額内訳書・収支決算額内訳書  

１  収入の部   ※赤字は一例です。             （単位：円）  

区       分  収入予定（済）額  積算内訳  

ふれあい基金助成金  

 参加費  

自己資金  

 

 

200,000 

20,000 

5,880 

 

 

 

500 円×40 人  

 

 

   合     計  225,880  

  

２  支出の部                         （単位：円）  

区       分  支出予定（済）額  積算内訳  

謝金  

 

 

 

 

 

 

旅費交通費  

 

 

 

 

 

 

消耗品費  

 

 

通信運搬費  

印刷製本費  

 

賃借料  

 

保険料  

 

 

40,000 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

 

 

 

 

45,000 

 

 

28,000 

50,000 

 

20,000 

 

2,880 

 

 

講師謝金  

●/● ○○氏  5,000 

●/● ○○氏  5,000 

●/● ○○氏  5,000 

●/● ○○氏  5,000 

●/● ○○氏  10,000 

●/● ○○氏  10,000 

講師旅費  

●/● ○○⇔静岡  

＠ 6,500×2×2 人  

=27,000 

●/● ○○⇔静岡  

＠ 3,250×2×2 人  

=13,000 

コピー用紙 25,000 

文房具等   10,000 

ｱﾙｺｰﾙ消毒液等 10,000 

140 円切手×200 枚  

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代 10,000 

資料冊子 40,000 

福祉会館賃借料  

プロジェクター借用料  

ボランティア行事保険  

●/● ●人分  

 

   合     計  225,880  

（注）１  変更収支予定額内訳書の場合は、変更前の金額を上段に括弧書きし、変更後の金額を下段に

記載すること。  
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区分には、 

ふれあい基金助成金、 

収入（済）額には、 

助成金額を記入の上、合計を記入

してください。 

※事業決算額が助成金額を上回

る場合は、区分に「自己資金」、収

入源の名称等を記入し、差額を計

上した上で合計額をご記入くださ

い。なお、積算内訳がある場合は

併せてご記入ください。 

区分には、消耗品費などの科目、 

支出（済）額には、それぞれの金額、 

積算内訳があるものは、併せて御記

入ください。 

合計は、収入の部の合計と同額にな

るようにしてください。 

記入案内 



様式第３号（用紙  日本産業規格Ａ４縦型）  

 

事業計画書 

変更事業計画書・事業実績報告書 

 

実施主体   

事 業 名      

実施体制  常勤職員   名     非常勤職員   名     その他   名  

事業計画  

事業実績 

 

 

（注）１  事業を実施する団体の理事会等で承認された事業計画書等を基に作成すること。  

２  変更事業計画書の場合は、変更前の計画を上段に括弧書きし、変更後の計画を下段に記載す

ること。 
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実施主体には、団体名、 

事業名には、申請時に御提出いただいた助成申請書（様式第１号）と事

業計画書（様式第３号）に記載した事業名、 

実施体制には、事業に携わったスタッフの人数をご記入ください。会の

運営に常時携わっている方は「常勤職員」、事業に臨時的に携わった方

は「非常勤職員」として計上してください。 

事業実績欄には、助成対象事業の実施結果についてご記入ください。

（開催日時、開催場所、参加人数、実施内容、成果等） 

記入案内 



(参考)【静岡県社協ホームページ ふれあい基金掲載資料の確認方法】 

 

 

 

静岡県社会福祉協議会ホームページ トップ画面 

「助成等に関するお知らせ」が表示されていない

場合は、ここ（↓）をクリックしていく 

-7- 

クリック 

 

検索をクリ

ックしてく

ださい 

クリック 

検索をク

リックして

ください 


